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１ 趣旨 

西条市教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、効果的な教育行政の推進に資するとともに、その結果に

関する報告書を作成し、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市

民に信頼される教育行政を推進します。 

 

２ 点検評価の対象 

点検評価の対象は、「西条市の教育基本方針」に基づく、令和５年度の学校

教育、社会教育、人権・同和教育の重点目標とします。 

 

３ 点検評価の方法 

（１）点検評価に当たっては、施策・事業の進捗状況を総括するとともに、課

題や今後の取組の方向性を明らかにするため、毎年 1回実施します。 

（２）「外部評価委員会」を設置して、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図り、点検評価の客観性を確保します。（令和６年８月８日に外

部評価委員会を開催） 

 

  【西条市教育委員会外部評価委員】 

委員長 目見田 康介 

副委員長 永井 克征 

委員 難波江 覚 

委員 村上 貴徳 

委員 渡邊 琴子 

 

４ 点検評価結果の構成 

（１）項目 

   令和５年度「教育基本方針」の推進目標を達成するための重点目標で 

ある８項目について、基本施策ごとに点検評価します。 

（２）取組状況等 

  ア 基本施策を達成するための方向性を示します。 

  イ 令和５年度に実施した主な取組を示します。 

ウ 基本施策の進捗状況を記載するとともに必要に応じ目標と実績を 
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まとめています。 

（３）今後の課題と取組の方針 

  今後の取組を進める上での課題と方針を示しています。 

（４）外部評価委員の意見、評価 

   外部評価委員会での主な意見及び評価について掲載しています。 

（５）評価 

   取組状況ごとに目標を定め、その進捗状況及び達成度等から得た成果に

ついて点検・評価しています。また、新規の事業や業務内容等については、

比較検討が可能な他の継続事業等の達成度等を参考とし、それぞれの目標

に対する成果を点検・評価することで、西条市教育委員会の学校教育、社

会教育、人権・同和教育における基本施策ごとに 5段階の評価を実施しま

した。 

    

 

 

 

 

 

 

 

評価基準 

段階 評価内容 

  Ａ＋＋ 目標とする成果を大きく上回った 

 Ａ＋ 目標とする成果をやや上回った 

Ａ 概ね目標とする成果であった 

Ｂ 目標とする成果をやや下回った 

Ｃ 目標とする成果を大きく下回った 
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５ 西条市の教育基本方針 

 

 西条市の将来都市像である「人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市」の

実現に向け、教育環境の整備充実を図り、豊かな心をはぐくむ教育・文化を実感

できるまちづくりを推進する。 

 

―推進目標― 

  

 １ 学校・家庭・地域が連携・協働し、時代の流れに即した知・徳・体のバラ

ンスのとれた「心豊かにたくましく生きる西条っ子の育成」に努める。 

 

２ ＩＣＴを効果的に活用し、教育の質の向上に努める。 

 

３ 世代に即した生涯にわたる学習活動の充実と地域活動への参加の拡大を

図るとともに、生涯学習環境の整備に努める。 

 

４ 地域の安全・安心に資する事業展開により、地域社会・家庭の教育力及び

危機管理意識の向上に努める。 

 

５ 自然を守り育て、郷土を愛する教育の推進に努める。 

 

６ 文化に対する市民意識の高揚を図り、郷土の先人を顕彰するとともに、貴

重な文化財・歴史民俗資料などの保護と有効活用に努める。 

 

７ 部落問題をはじめ、あらゆる人権問題に関する学習機会の提供を通じて、

市民一人ひとりが多様な価値観や互いの違いを認め合う豊かな心をとも

に育み、市民の人権が真に尊重される差別や偏見のない社会の形成に努め

る。 
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６ 教育に関する事務の管理・執行状況の点検・評価 

 

重点目標１ 「ともにつくり、みんなが育つ学校」の創造 

 

成果指標

（KPI） 
教育支援教室の児童生徒が元の学校に戻った人数を増加します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

0％ 20％ 30.5％ 26.8％  31.6％ 学校教育課 

取組状況 通室児童生徒が在籍する小中学校との連携を密にし、より具体的な支援を行う。 

自己評価 

 

Ａ＋＋ 目標とする成果を大きく上回った。 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画どおりに実施する。 

課題・問題点 ・ 児童生徒一人一人の学力保障に向けた取組を充実させていく。 

・ 児童生徒相互のコミュニケーションを図る場を、意図的に設定していく。 

 

改善内容 

 

・ 通室児童生徒が在籍する小中学校との連携を継続し、個に応じた学習指導の充

実を図る。 

・ ゲームやスポーツ、体験活動などの場を増やし、通室生が互いにコミュニケー

ションを図ることのできる機会を設ける。 
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重点目標１ 「ともにつくり、みんなが育つ学校」の創造 

 

成果指標

（KPI） 
いじめ・不登校に対応できるコミュニティ・スクールを増加します（累計） 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

0 校 35校 0 校 2 校  5校 学校政策課 

 

取組状況 

 

令和４年度までにモデル校を経て小学校５校（玉津、大町、禎瑞、小松、石根）が

実施校となり、令和５年度には新たに５校（神戸、飯岡、多賀、庄内、田野）が学

校運営協議会を設置し、モデル校としての取組を開始した。残りの小学校１５校及

び中学校１０校については、令和６年度からコミュニティ・スクールを実施するた

め、学校運営協議会の設立準備を行っている。 

コミュニティ・スクールについての啓発支援活動としては、広報７月号において特

集記事を掲載するとともに、ＰＴＡ会報へ記事を掲載していただいた。また、ＣＳ

マイスターによる市民向けの講演会を中央公民館など２箇所で開催し、公民館長会

においても講演会を実施した。 

 

自己評価 

 

Ｃ 目標とする成果を大きく下回った 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画どおりに実施する。 

 

 

 

課題・問題点 

 

本市のコミュニティ・スクールは、先行で実施している学校と令和６年度からスタ

ートする学校があるため、その活動内容に差が生じるとともに、学校によっては課

題等が生じてくる可能性がある。また、コミュニティ・スクールの成果が実感でき

るようになるためには一定の期間が必要であるため、教育委員会事務局としては活

動が軌道に乗るよう学校間の情報共有や課題解決のサポートを行う必要がある。 

 

 

改善内容 

 

取組内容や課題の把握に努め、情報共有を行う。 

ＣＳマイスターによる研修会を実施し、制度の浸透を図る。 
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（１） 一人ひとりの子どもを大切にする 

学校 

保護者、地域、関係機関と連携・協働

して一人ひとりの子どもを大切にする

教育を推進する。 

【取組状況】 

（人権・同和教育の推進）：Ａ＋ 

ア 全ての小・中学校で、人権対策協議会西条支部役員を招き、

「差別の現実に学ぶ」研修会を開催した。 

イ 各学校の課題に応じて重点的に取り組むテーマを決め人権・

同和教育 3 か年計画の下、人権・同和教育を推進した。 

ウ 人権・同和教育主任研修会を年 5 回行い、各学校の人権・同

和教育の核となる教員の指導力の向上に努めた。 

エ 東予地区人権・同和教育研究協議会では、西条市立小松中学

校と西条市立楠河小学校がそれぞれ報告発表し、成果をあげ

た。 

 

（生徒指導の充実）：Ａ＋ 

ア 市及び各校のいじめ防止基本方針に基づき、県主催のオンラ

イン会議への参加など、各校でいじめ防止対策を実施した。 

イ ハートなんでも相談員や不登校対策非常勤講師、スクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカー等との連携により、

校内生徒指導体制を充実させた。 

ウ 中・高生徒指導主事連絡会や青少年育成センター、警察等関

係機関との生徒指導に関する情報交換を行ったり、連携を図っ

た。 

エ 不登校対策のモデル事業として実施していた西条南中学校

のサポートルームを継続するとともに、他校でも空き教室等を

活用した児童生徒の不登校支援を実施した。 

 

（特別支援教育の推進）：Ａ＋ 

ア ウイングサポートセンター発達支援担当専門員の活動をサ

ポートし、就学指導の常時相談体制を充実させた。このことに

より就学先の特別支援教育コーディネーターとも連携が図ら

れ、就学先の見学もスムーズに行うことができるようになって

きている。学年初め休業日における小学校入学式への対象児童 

の事前相談など、保護者、就学先の学校ともに適切な就学相談

活動ができるようになった。 

イ 特別支援教育スーパーバイザー派遣事業は、すべて予定どお

り開催した。また、感染症対策をしながら、特別支援教育コー

ディネーターが中心となり、事例研究や障がい種別研修会、ウ

イングサポートセンター発達支援担当専門員を招聘した研修

を積極的に実施して、校内教育支援委員会が充実したものにな

った。 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 「差別の現実に深く学ぶ」校内研修の充実を図る。 

イ 不登校対策に対する積極的な取組や研修の実施を図る。 

ウ 関係諸機関と連携をした特別支援教育の更なる充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ+ 
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（２）子どもの成長を支える家庭や地域

との連携・協働 

学校や子どもの様子について積極的

に情報発信するとともに、子どもの成

長につながるよう地域の人的・物的資

産の有効活用を図る。 

【取組状況】 

（コミュニティ・スクールの推進）：Ａ 

ア コミュニティ・スクールの推進を進めるべく、ＣＳマイスタ 

ーや先進都市の地域コーディネーター等の招聘し、小・中学校

の先生や公民館長などに対して講演会を実施した。 

イ コミュニティ・スクールの制度浸透を図るため、広報７月号

で特集記事を掲載するとともに、ＰＴＡ会報にも記事掲載を行

った。 

ウ コミュニティ・スクール導入校は、令和５年度は実践校とし

て５校、モデル校として５校の計１０校となった。 

エ 令和５年度末現在で、小学校１５校、中学校１０校が運営協

議会の設立に向け準備を進めており、令和６年度から市内全小

中学校でコミュニティ・スクールを開始する。 

オ 「地域学校協働活動」については、総合的な学習の時間を中

心に、地域講師の協力の下、福祉教育や勤労生産体験学習等を

実施することができた。 

カ 「地域未来塾」等の学校外における「学校・家庭・地域連携

活動」については、各地域で公民館・地域と連携した事業を展

開し、地域統括コーディネーターの支援の下、地域人材の登用

による実施を行うことができた。 

キ この他、市ＰＴＡ連合会、健全育成協議会等と連携し地域ご

とに、学校と保護者・地域で児童生徒を見守る活動の充実に努

めた。 

 

（家庭・地域への積極的な情報発信）：Ａ 

ア 学校の活動状況に係る情報発信については、多くの学校で

「学校日記」等のタイトルの下、その活動の様子をホームペー

ジや学校だより等で積極的に発信している状況である。 

イ 家庭（保護者）との連絡や情報共有については、「まちこみメ 

ール」を活用した日々の欠席確認やお知らせ等を実施してお

り、デジタル技術の導入により以前に比べて迅速かつ確実な情

報のやりとりができている。 

ウ 不審者情報についても、同メールシステムを活用した迅速か

つ確実な情報提供ができており、児童生徒の見守りの強化に繋

がっている。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 各校の取組状況などを取りまとめるとともに、問題点などを

整理し、各校へ情報共有することで活動がより活性化するよう

サポートを行う必要がある。 

イ コーディネーター等に対し、ＣＳマイスターによる研修を実

施し、制度の更なる浸透を図る。 

 

Ａ 

（３）教師力の向上と学校力の充実 

教職員の学習指導や生徒指導の力を

向上させるとともに、教育目標を具現

化するためにチームとして取り組む学

校づくりを推進する。また、幼児・児童・

生徒が安全で安心な学校生活ができる

【取組状況】 

（学校マネジメント力の向上）：Ａ 

ア 全ての学校が、自校の教育理念や教育目標、経営方針を明確

に示したグランドデザインを作成し、地域・保護者・関係機関

等に周知しながら、地域の実情に応じた創意ある教育課程の編

成・実施に努めた。 
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教育環境の整備・充実に努める。 また、全ての学校が学校評価を実施し、校長のリーダーシッ

プの下、全教職員が共に学校改善のためのマネジメントの見直

しを行った。 

 

（教職員の資質能力の向上）：Ａ＋ 

ア 各校で、授業評価システムを組織的・継続的に活用し、授業

改善に努めるなど、教職員の授業力向上を図った。 

イ 各校の教育理念や教育目標、経営方針を明確化し、教職員一

人ひとりの危機管理意識を高めたり、服務規律を徹底したりす

る研修を各校で継続的に実施した。 

ウ 一人一台タブレット端末の導入に伴い、授業等で活用できる

ようにするため、スマートスクール推進員による訪問指導や集

合研修等により、教職員の ICT 研修を実施した。 

 

（教育環境の整備・充実）：Ａ＋ 

ア 各校で、危機管理マニュアルの見直しを行うとともに、避難

訓練を年間１０回以上実施するなど充実を図った。 

  各校の危機管理マニュアル（防災マニュアル）については、

教育委員会で集約し、各課で共有している。 

イ 児童生徒をまもり育てる協議会については、令和 5 年度は 1

回開催であったが、地域や関係機関等との連携を図りながら、

安全・安心な学校づくりを進めた。 

ウ ＩＣＴのデータ保存活用システムとして、フルクラウド化を

実現し、データを活用した業務の効率化・円滑化を図った。 

エ 安全・安心な学校施設環境の整備を目的として、「西条市学

校施設長寿命化計画」の第１期計画に基づく改修工事を実施し

た。 

オ 令和 5 年度は、大町小学校について、改修工事を完了し、供

用を開始するとともに、新たに小松小学校の改修工事に着手し

た。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 各種研修会の充実を図る。 

イ 全小・中学校における新たなＩＣＴ環境の下での教育の 

充実や校務の円滑化を図る。 

ウ 学校施設の計画的な改修及び維持管理に取り組む。 

 

 

 

Ａ+ 
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重点目標２ 知・徳・体のバランスのとれた子どもの育成 

 

成果指標

（KPI） 
全国学力学習状況調査の結果を向上します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

県内 10 位 県内 5位以内 県内 15 位 県内 11 位 県内７位 学校教育課 

 

 

取組状況 

 

子ども達の基礎学力向上に向けた様々な創意工夫による授業を展開中である。 

ただ、近年のコロナ禍の影響で、従来取り組んでいた「学びあい学習」を核とした I

ＣＴの効果的な活用の推進は充分にはできていない状況である。 

 

 

自己評価 

 

Ｂ 総合計画に掲げる目標とする成果をやや下回ったが、令和３年度より着実に県

内順位を上げている。小学校（国語・算数）及び中学校（国語・数学）において、

全国平均との差が見られなかったが、中学校英語については、全国平均との差が見

られた。 

 

 

今後の方向性 

 

・ＩＣＴ教育の推進 デジタル教科書の活用、e ライブラリの活用による個別学習の

充実、ＩＣＴ巡回支援員の再配置によるサポート体制の強化、スクールタクトを活

用した「学びあい学習」の推進、タブレット持ち帰り学習の推進による在宅学習の

習慣化 等に取り組む。 

・主体的、対話的な授業デザインモデルの構築～展開を図る。 

・「分かる・考える・伸びる授業」にするための授業改善を図る。 

・講師等研修会、教科・教科外研修等、教員の指導力・授業力の向上に向けた研修

の充実を図る。 

 

 

課題・問題点 

 

各教科における基礎的基本的な知識及び技能の定着とそれらを活用する力（思考

力・判断力・表現力）の育成が課題である。 

「分かる・考える・伸びる授業」にするための授業改善、教師の授業力の向上が課

題である。 

 

 

改善内容 

 

「ICT を効果的に活用した学びあい学習」を土台とし、児童の「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向けたより一層の授業改善と、教職員の授業力向上に取り組む。

令和６年度も ICT 支援員による、教職員・児童生徒への授業サポートを行う。ま

た、教職員の授業力向上を目指したより実践的な研修や西条市の授業モデルを提示

する。さらに、令和６年度は２学期から外国語指導助手（ALT）を増員予定としてい

る。 
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重点目標２ 知・徳・体のバランスのとれた子どもの育成 

 

成果指標

（KPI） 
新体力テストで全国平均を上回った児童生徒の割合を向上します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

72.6％ 80％ 52％ 53％ 55％ 学校教育課 

取組状況 授業や部活動等を通じ、子ども達の体力向上に努めている。 

 

 

 

自己評価 

 

Ｂ （調査対象は小学校５年生と中学校２年生。） 

目標数値とは大きな乖離があるが、前年度比較では２ポイント上昇した。 

目標数値との乖離の要因については、基準年度の児童生徒の平均が全国平均に

比べて高かったことで、目標数値そのものがとても高い水準となったことが主

な要因である。 

 全国平均以上の体力の児童生徒が５割は超えているということで、その数値自

体は不健全な状態ではない。 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 

 

子ども達の体力や運動能力の状況については、全学校・全学年で体力テストを実

施し、その把握に努めている。その内、小学校５年生と中学校２年生について、「全

国体力・運動能力・運動習慣等調査」（新体力テスト）として国へ報告しており、そ

の直近の結果が上記数値である。 

 今後もそうした調査分析に基づいた改善対策を講じていきたい。 

目標数値については、上記理由により設定数値が非常に高いため、今後の方向と

しては、前年度比較で数値向上を目指すこととしたい。 

小・中学校体育連盟と連携し、西条市の児童生徒の体力向上に向けて、様々な取

組を行っていく。また、小・中学校養護教諭らと連携し、児童生徒の基本的生活習

慣の向上を支援する。 

 

 

 

課題・問題点 

 

上記理由により目標設定数値が非常に高いこと。 

小学校６年生や中学校３年生を対象とした調査分析は全国の調査対象となっている

学年 以外の児童生徒のデータ分析が十分にできていないこと。（新体力テストは全

学年実施しているが、分析は不十分） 

 

 

 

改善内容 

 

小・中学校体育連盟と連携し、児童の実態や課題を明確にして、児童生徒の体力向

上に取り組む。 

児童生徒の体力向上の基盤となる、基本的生活習慣の向上を目指して、小・中学校

養護教諭らと連携・支援する。 

 

 

  



学校教育 

- 12 - 

 

重点目標２ 知・徳・体のバランスのとれた子どもの育成 

 

基本施策 取組状況等 評価 

（１）確かな学力の定着と向上 

基礎的・基本的な知識・技能の定着を

図るとともに、学んだことを活用して

課題を解決するために必要な思考力・

判断力・表現力を身に付け、学びに向か

う態度を育成する。 

 

【取組状況】 

（学習指導要領の趣旨を踏まえた「わかる・考える・伸びる」授

業の創造）：Ａ＋ 

ア 全小・中学校での授業改善の基本として、以前から取り組ん

でいる、仲間とつながり合いながら学習を進め、児童生徒の学

力の向上に成果があった「学びあい学習」を推進した。 

イ また、ICT を活用した授業改善として、タブレットアプリ（ス 

クールタクト）を効果的に使用し、教材のデジタル化や学習課

題の工夫、学習成果の共有などを通して、児童生徒が主体的に

学ぶ態度や意欲の育成を図った。 

ウ 小学校で新しく取り入れられた外国語の授業でのＡＬＴの

積極的な活用や、外部講師をオンライン授業で招いたり、小規

模校を遠隔合同授業などでつないだりするなど、創意ある授業

を展開した。 

エ 西条市独自の社会科副読本の改定やデジタル教材化等、地域

や児童・生徒の実態に応じた教材となるように見直し、積極的

に活用した。 

オ 授業のユニバーサルデザイン化を推進し、授業の流れ、課題

やゴールを明確にすることで、配慮を要する児童だけでなく、

誰もが分かる授業づくりに取り組んだ。 

 

（言語活動の充実）：Ａ 

ア 学習指導要領で求められている言語の力を育むため、言語活

動の充実に視点を当てた校内研修を実施した。 

イ 市内の各教科部会において、講師を招いた研修や授業研究を

行い、言語活動につながる授業改善の方法や、教師の授業力の

向上に努め、児童生徒の読解力の向上にもつなげた。 

 

（家庭との連携による学習習慣の定着）：Ａ＋ 

ア 各校で学力の定着・向上を図るために、家庭学習の仕方につ

いて、手引書を作成・配付した。また、有効活用を図るための

手引書の使い方等について保護者へ説明を行った。 

イ 児童生徒のタブレットの家庭への持ち帰りを進め、家庭学習

に活用した。また、一部特定の支援が必要な家庭については、

タブレットの通信環境構築についての補助を行った。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 教職員の授業力の向上を図り、児童生徒の学力の向上を目指

すための、ＧＩＧＡスクール構想下でのＩＣＴ（電子黒板、タ

ブレット）を効果的に活用した「学びあい学習」の一層の推進

を図る。 

イ エイリス（EILS：えひめ ICT 学習支援システム）において、

県独自に開発したCBT版県学力診断調査や学びの森デジタル学

習シート、問題作成機能等の積極的な活用による児童生徒の学

力の向上を図る。 

ウ 愛媛県人権教育課による、エイリスを活用した教育心理検査

Ａ+ 
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を実施・考察し、学力向上につながるよりよい学級づくりへの

活用を図る。 

エ 確かな学力の定着と向上のための効果的な取組についての

情報交換を行う。 

オ タブレットの持ち帰り、家庭学習の重要性や学習の仕方につ

いての啓発活動の一層の充実を図る。 

（２）豊かな心の育成 

豊かな体験を通して、生命を尊重し、

感動する心、礼儀や規律を重んじる心

を育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】 

（自己を見つめ生き方を考える道徳教育の推進）：Ａ 

ア 各校の道徳教育推進教師を中心に、指導体制を充実させ、学

校の教育活動全体で行う道徳教育を推進した。 

イ 特別の教科道徳の指導の充実に向けて授業改善を図り、児童

生徒の道徳的実践力の育成と向上に道徳教育の充実に努める

ことができた。 

 

（優れた芸術や伝統文化、異文化に触れる活動の充実）：Ｂ 

ア 文部科学省が行う子どもの文化芸術体験事業について、コロ

ナ５類移行に伴い、全国から多くの応募があることを理由に、

前年採択された学校は採択されなくなった。派遣事業は 1校、

文化施設活用事業１校（ただし、出演者入院のため中止）が採

択された。また、ニッセイ劇場ミュージカル愛媛無料公演に１

校が参加した。 

 

（ふるさとを愛する心を育てる教育の推進）：Ａ 

ア 各校で地域の歴史等を学び、伝統文化の大切さを再確認し

た。 

イ 各校で実施した西条市の偉人についての学習を基に、代表児

童生徒による作文集を作成して、地域を愛し誇りに思う心を育

てると共に、自己の生き方を考えることができた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 道徳性を養う地域教材の開発を行う。 

イ 地域の伝統芸能の積極的な伝承を行う。 

ウ 中学校での特別の教科道徳の指導の充実を図る。 

エ 県人権教育課によるエイリス（EILS：えひめ ICT 学習支援シ

ステム）を活用した児童生徒の教育心理検査を実施、それによ

る児童生徒の個別の悩みへの支援や学級全体の人間関係の実

態把握などを通じた学級経営の改善と充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

（３）健やかな体の育成 

生涯を通じて活力ある生活を送るた

めの基礎となるたくましい体を育成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】 

（体力つくりの推進）：Ａ 

ア 市小学校体育連盟研究部員等を対象に愛媛大学から講師を

招き定期的に研修会を開催し、教職員の指導力向上を図った。 

イ 水泳記録会は熱中症及び一部で感染症対策を講じながらの

開催となった。また、陸上記録会を実施し、体力向上を目指し

た取組ができた。 

ウ 中学校の運動部活動に対し、各種大会参加に係る費用の補助

を行い、部活動の振興に努めた。  

エ 新体力テストの結果を分析し、全ての学校で策定した「体力

アップ推進計画」にその方策を盛り込み、実践した。 
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オ 総合計画の目標に掲げる新体力テストの目標には届いてい 

ない状況であるが、上記の取組等により、前年度よりも状況 

は改善した。 

 

（食育の推進）：Ａ 

ア 給食を教材として、地産地消に取り組むことの大切さや地場

産品についての学習を行った。 

イ 研究授業方式による衛生管理研修会、栄養教諭による食に関

する授業や体験的な食育活動を行った。 

 

（学校給食における運営等の検討）：Ａ＋ 

ア 安全・安心な学校給食を将来にわたって安定的に提供してい

くため、「西条市学校給食施設整備基本計画」をもとに（仮称）

西条市東部給食センターの整備・運営を PFI 事業方式により行

うこととし、事業者選定を実施して施設整備を開始した。 

イ 老朽化が進む丹原・小松学校給食センターや各小中学校の給

食室について、施設整備基本計画の方針に基づき、効果的で適

切な施設修繕及び備品更新を実施した。 

 

（規則正しい生活習慣の確立と感染症予防、薬物乱用防止教育等

の推進）：Ａ 

ア 規則正しい生活習慣の確立のため、新入学児童に「食べて 

動いて よく寝よう」のリーフレットを配布するなど、児童生

徒や保護者・地域への啓発を行った。 

イ 各小・中学校で、薬物乱用防止教室を開催したり、タバコや

ドラッグの危険性について指導し、理解を深めたりした。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業への積極的な参 

 加を促す。 

イ 保護者や地域に対する食育の啓発活動の充実を図る。 

ウ 規則正しい生活習慣の確立における、家庭や地域への啓発活

動の強化を図る。 

エ 小学校の各種記録会に向けた放課後特別練習の持ち方、水泳

記録会の実施方法の見直し行う。 

オ 熱中症対策として、WBGT 指数が 31 度を超える場合の、原則

運動中止への対応をどのようにするか。 

 

 

 

 

Ａ 
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重点目標３ 西条市の特色ある学校教育の取組の推進 

 

成果指標

（KPI） 
小中学校における教育用タブレットの導入をすすめます（累計） 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

5.4 人/台 1 人/台 1 人/台 1 人/台 1 人/台 学校教育課 

 

取組状況 

 

令和 2 年度に整備導入済みのため、令和４年度に引き続き有効利活用に努めてい

る。 

自己評価 

 

Ａ 概ね目標とする成果であった。 

 

 

今後の方向性 

 

一人一台タブレットの整備完了に伴い、導入した個別学習ソフト「e ライブラリアド

バンス」や協働学習ソフト「スクールタクト」等のソフトウエアを積極的に活用

し、ＩＣＴ教育の推進を図っていきたい。 

 

課題・問題点 

 

今後、令和 7 年度の更新整備に向けて財源の確保が課題である。 

 

改善内容 

 

国に対し、導入時と同様に国庫補助事業としていただけるよう働きかけを行ってい

る状況である。 
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重点目標３ 西条市の特色ある学校教育の取組の推進 

基本施策 取組状況等 評価 

（１）教育の情報化の推進 

ＩＣＴを効果的に活用し、「個別最適

な学び」と「協働的な学び」の一体的な

充実を図るとともに、主体的・対話的で

深い学びに向けた授業改善を行い、新

しい時代に求められる資質・能力を育

成する。 

 

【取組状況】 

（ＩＣＴを活用した教育の推進）：Ａ＋ 

ア 市内全小・中学校に設置された電子黒板をはじめとするＩＣ

Ｔ機器類及び校務支援システムを有効活用するためのデータ

管理のフルクラウド化を実施した。 

イ デジタル教科書や教科に関連する動画教材、タブレットやス

クールタクト等のタブレットアプリ、エイリス（EILS：えひめ

ICT 学習支援システム）等、各教室に整備された ICT 環境を有

効に活用し、子どもたちの学力の向上及び教育の質の向上を図

った。 

ウ 校務支援に関する ICT 機器等の効果的な活用で教職員が子

どもたちと向き合う時間を創出するとともに、教職員の負担軽

減に努めた。 

 

（ＳＤＧｓの推進（ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の視

点に立った取組推進）：Ａ＋ 

ア 市内全小・中学校で ESDに関する取組の年間計画と実践報告

書の提出により、教育分野の取組を進めた。 

イ クラウド上で各校の取組を共有するとともに、各校のＨＰで

公開して広く周知した。 

 

（遠隔教育の充実）：Ａ 

ア 人口過少地域にある小規模校が抱える課題をＩＣＴによっ

て軽減・解消することを目指し、学校間の教室をＷＥＢ会議シ

ステム等で結び、大画面のスクリーンを利用して一つの授業を

行った。本事業により生まれる効果・価値を見出しながら、子

どもたちの学びの充実を図り、教育の質の維持・向上を図った。 

（実証校：田滝小学校、徳田小学校、田野小学校） 

 

（ＧＩＧＡスクール構想の推進）：Ａ＋ 

ア 一人一台タブレットの整備・保守管理のもと、全ての小・中

学校の教職員がＩＣＴを効果的に活用できるように支援・研修

体制を整えた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア ＧＩＧＡスクール構想下における、最新の ICT 教育の在り方

の研究と ICT 機器関連の定期的なアップデートを行う。 

イ ICTを活用した探究的な学習、令和の日本型学校教育の構築、

生成 AI にも対応できる児童生徒の情報活用能力の育成等を通

した、児童生徒の確かな学力の定着と向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）防災教育の充実・発展 

安全・安心な学校・地域をつくるた

め、地域とともに防災教育の充実・発

展を図りながら、防災人づくりを推進

【取組状況】 

（各校の防災管理体制整備、防災環境整備の推進）：Ａ＋ 

ア すべての小・中学校において、防災マニュアル（危機管理マ

ニュアル）の見直しを行い、管理体制の整備を実施した。 

Ａ 
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する。 イ 予告なしの避難訓練や引渡し訓練を実施するなど、各校の実 

態に応じ、工夫された避難訓練を行うことができた。 

ウ すべての小・中学校において、年 10 回程度の避難訓練を実

施した。 

 

（各小・中学校区における防災教育の推進）：Ａ 

ア 学校と地域が連携した防災訓練の実施や地域の防災士を講

師に招いた防災学習や防災キャンプを実施した地域もあった。 

 

（関係諸機関との連携）：Ａ 

ア 市危機管理課と連携して、防災の専門家による講演、防災マ

ップの作成等に取り組むことができた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 12 歳教育推進事業と学校等連携事業を統合し、校区防災を実

施することにより、地域の中の学校として防災教育の充実・発

展を図る。 

イ 持続可能な都市づくりを目指した西条市 SDGs（ESD）と関連

させ、防災教育を持続可能な開発のための教育（ESD）の内容の

一環として充実させる。 

 

（３）コミュニケーション能力の育成 

豊かな感性や社会性、自分の思いを 

伝える力、他者の考えを受け入れる力、 

よりよい集団やコミュニティをつくろ 

うとする意欲等を育む。 

 

【取組状況】 

（文化芸術による子ども育成総合事業）：Ａ 

ア 西条市がコミュニケーション能力の育成を目的として、積極

的に取り組んでいる「コミュニケーション教育推進事業」では、

芸術家集団による創作活動を取り入れたワークショップ型の

授業を行っているが、令和５年度においては７校が国に採択さ

れ、事業を実施した。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア コミュニケーション教育の成果と課題の把握と更なる充実 

 を図る。 

 

Ａ 

（４）幼・保、小、中、高の連携・協働体

制の確立 

心身の調和のとれた発達を促し、人 

間性の基礎を培う教育を推進するた

め、幼・保、小、中、高の連携を強化す

る。特に、小学校から中学校の義務教育

９年間において、学びの連続性を重視

した教育を実現する。 

【取組状況】 

（学校家庭地域連携推進事業）：Ａ 

ア 中学校区ごとのテーマによる講演会、体験入学、授業交流、

合同職員研修、学力向上の取組、郷土の歴史や文化財について

の学習など、独自性のある活動を行った。 

イ 各中学校区での防災教育の取組及び課題を共有し、解決する

ための協働実践研究を実施するとともに、より地域と密接した

学校となるため、各小中学校で実施する地域学校協働活動の活

性化及びコミュニティ・スクールの活動を推進した。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 幼・保、小、中、高の更なる連携を通して、学校・家庭・地

域がコミュニティ・スクールとしてもより充実した連携が図ら

れるようにする。 

 

Ａ 
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（５）業務改善の推進 

教職員一人ひとりの意識改革を促す

とともに、誇りや情熱をもって働ける

教育環境を整備し、ワーク・ライフ・バ

ランスを実現しながら、子どもとじっ

くりと向き合う時間を十分に確保する

ことによって、質の高い教育を実現す

る。 

【取組状況】 

（教職員の業務の効率化・適正化の推進）：Ｂ 

ア 「部活動に関する基本方針」を継続し、休養日を週当たり 2

日以上、少なくとも平日 1 日、土日 1 日以上設けることにし、

活動時間は 2 時間程度、休業日や土日は 3 時間程度にし、教職

員の負担軽減を図っている。 

イ スクール・サポート・スタッフの配置校では、業務の軽減化

ができた。 

ウ ＩＣＴ機器を活用し、教材準備等の時間の短縮や効率化を図

ったり、校務支援システムを活用し、校務の効率化を図ったり

した。 

エ テレワークの導入により、ワーク・ライフ・バランスを実

現することができた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 教職員の「働きがい：ワークエンゲイジメント」のある職場

の創出による、「主観的幸福感：ウエルビーイング」の高まりを

目指す。 

イ 部活動地域移行検討委員会を開催し、市内の部活動の 土日

における地域移行を目指す。現在は、男子バレーボール、男女

剣道において、モデル的に実施した。 

 

Ｂ 
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重点目標１ 地域に根差した生涯学習活動の推進 

 

成果指標

（KPI） 
市民 1 人あたりの公民館利用回数を増加します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

6 回 7 回 2.6 回 3 回 4.3 回 社会教育課 

取組状況 

令和 5 年 5 月 8 日から新型コロナウイルス感染症が「5 類感染症」に変更され

たことから、文化祭や夏祭り等のイベントを積極的に開催するなど、地域と連

携を図りながら、利用者増に努めた。 

自己評価 Ｃ 目標とする成果を大きく下回った。 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画に改善を加えて実施する。 

課題・問題点 

令和 5 年 5 月 8 日から新型コロナウイルス感染症が「5 類感染症」に変更され

たものの、この数年間登録サークルが解散したり、新たな取組が実施できてい

ない状況である。 

改善内容 

コロナ禍以前に実施していた事業・行事・イベントを再び実施するとともに、

市民の学習ニーズや地域課題等を的確に捉えながら、新たな事業展開を検討す

る。 

 

 

成果指標

（KPI） 
図書館における市民 1 人あたりの貸出冊数を増加します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

7 冊 8 冊 4 冊 6 冊 6 冊 社会教育課 

取組状況 

夏休み期間に市内４館で「スタンプラリー」を実施、電子図書館のコンテンツ

整備や利用登録を推進し、貸出冊数増加に努めた。 

自己評価 

 

Ｂ 目標とする成果をやや下回った。 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画どおりに実施する。 
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重点目標１ 地域に根差した生涯学習活動の推進 

 

基本施策 取組状況等 評価 

（１）地域づくり・人づくり・つながりづ

くりを目指した社会教育の推進 

市民の学習ニーズや地域課題等を的

確に捉え、地域の自主性・主体性を生か

した地域密着型の生涯学習を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】 

（地域の特色を生かした社会教育活動の充実）：Ａ 

ア 現在の公民館事業を振り返り、これから求められる公民館の

在り方について考え、今後のあるべき姿について理解を深める

ため、公民館職員専門研修を開催した。 

イ 市民の多様な学習ニーズに対応するため、公民館主催・共催に

よる学級・講座及びイベント等を 4,096 件開催し、132,641名が

参加した。 

ウ 全公民館で計 640 サークルが活動を行い、活動場所の提供や、

サークル活動の紹介等を支援した。 

エ 文化祭や運動会をはじめとする地域行事について、新型コロ

ナウイルスが５類感染症に移行されたことから各地区で再開さ

れた。 

オ 婦人会、ＰＴＡ、愛護班、文化協会、ボーイスカウトに活動補

助金を交付するとともに、各種事業を共催・後援し、組織の円滑

な運営及び活動の支援を行った。 

カ 自らの学びを活かす場として、「放課後子ども教室」「地域未来

塾」「土曜教育」の拡充に努めた。 

キ 各公民館で人権・同和教育学習会の開催や人権啓発コーナー

を設置するなど、人権教育の推進を図った。 

 

（持続可能な暮らしを実現する地域コミュニティの構築に向けた

支援）：Ａ 

ア 公民館を拠点とし、各種団体が参加、連携、連携、話し合い、

課題解決を行う新たな地域コミュニティの枠組みである地域自

治組織の設立及び運営を支援した。 

イ 公民館協力委員会を各公民館で開催し、公民館事業を通した

地域ネットワークの強化に努めた。 

ウ 公民館と地域包括支援センターが連携し、地域住民の「互助」

による助け合い活動を推進した。 

エ 地域自治の実現と協働によるまちづくりを推進するため、地

域づくりコーディネーター養成講座を開催し、地域活動に熱心

に取り組んでいる住民とともに公民館職員も参加し、地域の現

状や取り組みについて見識を深めることができた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 地域の特色を生かした社会教育活動の充実を図る。 

イ 持続可能な暮らしを実現する地域コミュニティの構築に向けた支   

   援を行う。 

ウ 公民館のあり方及び運営方法の検討を行う。 

 

Ａ 

 （２）社会教育活動の基盤整備 

市民の生涯学習に対するさまざまな

ニーズや地域活動に対応する活動拠点

として、公民館等社会教育施設の基盤

整備と学習環境の充実に努めるととも

【取組状況】 

（活動拠点としての社会教育施設の基盤整備）：Ａ 

ア 中央公民館のスポットライト器具修繕や各公民館の備品の

新設・更新等を行うとともに、各施設の点検・清掃などを実施

し、利便性及び安全性の確保に努めた。 
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に、地域の安全・安心に資する事業展開

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 学芸員を中心とした施設活用等の見直し作業を行い社会教

育施設再編の検討を行った。 

ウ 地域自治推進事業を展開する地区の公民館（大町、玉津、橘、

大保木、多賀、田野、小松）に地域づくり支援員を配置し、公

民館体制の強化を図った。 

 

（学習環境の充実）：Ａ 

ア 中央公民館において公民館運営審議会を年 2 回開催し、公民

館事業の企画・実施に関する協議・審議を行った。 

イ 隔月で館長会・主事会を開催し、中央公民館を中心とした公

民館相互の連携強化に努めた。 

ウ 県等が実施する研修会に公民館担当職員を派遣するととも

に、館長会・主事会で研修を実施し、職員の資質向上に努めた。 

エ 公民館だより等の情報を市ホームページに掲載するほか、市

フェイスブックを活用し積極的な情報発信を行った。 

オ 公民館等施設からの推薦により市生涯学習推進講師を登録

するとともに、登録名簿を各施設で共有し各種事業に活用し

た。 

 

（地域における危機管理意識の向上）：Ａ 

ア 公民館を地域防災の拠点と位置付け、地域団体と連携のもと

避難訓練や防災講座を実施した。 

イ 公民館だより等を活用して、地域防災意識の啓発や自主防災

組織率の向上に取り組んだ。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 公民館・社会教育施設のエアコン更新に取り組む。 

イ 地域づくり支援のための公民館運営体制の強化を図る。 

エ 博物館等社会教育施設の分野別収蔵や施設再編による利活用

の検討を行う。 

オ 防災をテーマとした公民館講座の開設等による防災人づくりの推   

  進を図る。 

 

Ａ 

（３）図書館のサービス機能の充実と利

用促進 

人づくり・まちづくり・情報発信の拠

点として図書館を位置付け、持続可能

な図書館サービス機能の充実に努め

る。 

【取組状況】 

（人づくり・まちづくり・情報発信の拠点）：Ａ 

ア 新型コロナウイルス感染症対策を取りながら図書の収集と 

情報発信に努め、延べ 142,658 人に 586,465 冊の貸出を行っ

た。 

イ 各館が市民生活に役立つ図書館として資料の収集に努め、令

和 5 年度は寄贈図書も含めて 12,461 冊の図書整備を行った。 

ウ 市内図書館図書を一括に利用できるよう、図書の相互補完と

して 61,665 冊の図書を循環した。 

エ 市内4図書館より離れた地域に住む方々に継続した図書の提

供ができるよう、移動図書館車を運行し、5,595 冊の利用があ

った。 

オ 新しい生活様式に対応した行政サービスの一つとして、電子 

媒体で図書を貸出しできる電子図書館システムを導入し、令和 

5 年度は、980 件のコンテンツを導入した。 

カ より良い家庭環境の創出ができるよう、家族での利用の促進

を目的とし、児童図書の充実に努めた。 

キ 各図書館共に地域的特色や課題に関する郷土資料の収集に

Ａ 
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努め図書の収集を行った。 

ク ハローワークの求人情報を掲示するほか、西条図書館では起

業や個人のスキルアップに関する専門コーナーを設け、ビジネ

ス支援に関する情報の提供に努めた。 

 

（サービス機能の充実）：Ａ 

ア 子どもたちに直接、本を読むことの大切さ楽しさを伝えるた

めに、小学校へ図書館職員が出向きブックトーク 3 回開催し

た。 

イ 子どもたちが図書に触れる機会を増やすために、小学校へ移

動図書館車を巡回し、1,769冊の図書利用があった。 

ウ 乳幼児からの読書習慣の獲得のために、本を通した保護者と

子どもたちとのスキンシップを体験してもらうブックスター

ト事業については、560 名に絵本等の配布を行ったが、新型コ

ロナウイルス感染予防のために、絵本の配布のみを保健センタ

ーに依頼している。 

エ 幼児期へと発達する段階の子どもたちに本を楽しんでもら

えるよう、職員やボランティアによるお話し会を実施した。 

オ グローバル化の進展に合わせて、英語の読み聞かせを実施し

た。 

カ 市内高等学校へ出向き、保育実習前の生徒を対象とした実技

指導を実施した。 

 

（持続可能な図書館運営マネジメントの検討）：Ａ 

ア 持続可能な図書館運営を目指し、令和 2年 4月 1 日より、全

館の開館時間の短縮と、西条図書館への休館日設置、2 館ずつ

休館日の集約化を図っている。令和 4 年度は、新型コロナウイ

ルス感染症対策のために、会議室、学習室の利用制限を行った

が令和 5 年度の来館者は 325,684 人で前年度比 15,058 人の増

加となり、一日平均来館者でも 1,114 人、前年度比 46 人増加

している。 

近隣公共施設も含めた賑わいの創出について今後も検討し

ていく。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 非来館型サービスの充実を図る。 

イ 市民生活に役立つ蔵書の充実を図る。 

ウ 郷土資料の収集・整理・公開に取り組む。 

エ 学校と連携した子どもの読書推進活動の充実を図る。 
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重点目標２ 家庭・地域の教育力の向上 

 

成果指標

（KPI） 
放課後子ども教室・地域未来塾・土曜教育の実施数を増加します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

39 教室 45 教室 51 教室 59 教室 62 教室 社会教育課 

取組状況 

放課後子ども教室（24 教室・延べ 473 回開催） 

地域未来塾（27 教室・延べ 438 回開催） 

土曜教育（11 教室・延べ 98 回） 

 

自己評価 

 

Ａ＋＋ 目標とする成果を大きく上回った。 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画どおりに実施する。 

課題・問題点 

教室数に対し、コーディネーターをはじめとする協力者が不足しているととも

に、高齢化も進んでいることから、持続可能な教室運営を行うためには、安定

的な人材確保が必要である。 

 

改善内容 

 

統括コーディネーターと協議しながら、人材確保に努める。 
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重点目標２ 家庭・地域の教育力の向上 

 

基本施策 取組状況等 評価 

（１）豊かな心をもった青少年の育成 

子育ての原点である家庭に、教育力

の向上を促し、学校・家庭・地域社会と

関係団体が一体となって、社会性・協調

性・豊かな心を持った青少年の育成を

図る。 

【取組状況】 

（家庭教育力の向上）：Ａ 

ア 小中学校で開催する子育て学習講座（延べ 55 講座、参加者

4,428 名）へ講師を派遣し、保護者・教職員等の学習を支援し

た。 

イ 第 19 回西条市ＰＴＡ大会が「ＰＴＡ みんなでやろや ちょ

っとずつ」をスローガンに、中央公民館で開催された。大会の

様子は、後日、ＹоｕＴｕｂｅにて、講演動画と共に市内ＰＴ

Ａ会員限定で公開された。 

 

（地域社会が育む青少年の健全育成）：Ｂ 

ア 放課後や週末等において、学校の余裕教室等を活用してすべ

ての子どもたちの安全・安心な活動場所を確保し、地域と学校

が連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的・

継続的に提供する放課後等の学習支援・体験活動を行う放課後

子ども教室を 24 教室開設した。 

イ 学習支援員を活用し、小・中学校生に対して地域の人材や ICT

活用等による地域と学校の連携・協働による学習支援を行う地

域未来塾を 27 教室開設した。 

ウ 土曜日等において、民間企業・団体等の外部人材等が参画し、

多様な経験や技能を習得させるような特色・魅力ある教育プロ

グラムを行う土曜教育を 11 教室開設した。 

エ ＰＴＡ等が親子のふれあいを目的として行う体験活動につ

いて 20 事業を支援し 2,028 名の参加があった。 

オ 公民館における 1 泊 2 日以上の共同生活で、通学や体験活動

を経験する通学合宿事業について、3 校が実施し、81 名の児童

と 210 名の協力者が参加した。 

カ 地域愛護班、青少年健全育成協議会等の活動を支援し、地域

全体で子どもを守り育てる環境づくりに努めた。 

キ 「令和 6 年二十歳の集い」は、令和 6 年 1 月 7 日に市内 2 カ

所で会場開催し 802 名が参加した。また、新型コロナウイルス

が５類感染症となったことから、保護者の観覧を再開した。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア  学校との連携による子育て学習講座の充実を図る。 

イ 親子ふれあい交流体験事業や通学合宿事業の支援を図る。 

ウ 放課後子ども教室、地域未来塾、土曜教育の持続的・安定的

な運営のための人材確保に努める。 

エ 学校・地域との協働活動の基盤づくりを行う。 

オ 地域学校協働活動の積極的な推進を図る。 

カ コミュニティ・スクールとの連携に取り組む。 

 

Ａ 
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重点目標３ 地域文化の継承・形成と歴史文化の保全・活用  

 

成果指標

（KPI） 
市民 1 人あたりの文化会館利用回数を増加します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

年 1.5 回 年 2 回 0.54 回 0.6 回 0.77 回 社会教育課 

取組状況 

感染症に関する規制が解かれ、実施事業や利用者数も増加傾向にある。 

自主事業については、「令和 5 年度県民総合文化祭企画公募事業 第九演奏会」

等鑑賞型事業を主に開催し、来場者の獲得に努めた。 

 

自己評価 

 

Ｃ 目標とする成果を大きく下回った。 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画に改善を加えて実施する。 

課題・問題点 

感染症に関する規制が解かれ、利用者数の回復が見込まれているが、事業の見

直しを実施し、利用人数を増加させる企画を進めていく必要がある。 

改善内容 

 

定期事業の内容、開催方法を再検討し、文化会館からの情報発信を徹底する。 

 

 

成果指標

（KPI） 

西条市ワクワク大賞（学術、芸術、文化分野）の受賞者を増加します 

（累計） 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

0 人（団体） 10 人（団体） 9 人 13 人 16 人 
社会教育課 

学校教育課 

取組状況 

 

情報収集に努めた。 

自己評価 

 

Ａ＋＋ 目標とする成果を大きく上回った 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画どおりに実施する。 
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課題・問題点 

受賞者候補の選定が情報収集等に限られ、受賞者の増加に繋がりづらい。（社会

教育課） 

改善内容 

文化会館の事業や新聞報道などにアンテナを張り、多くの市民の活躍を積極的

にキャッチしていく。 

 

 

成果指標

（KPI） 
国史跡永納山城跡の保存整備をすすめます（累計） 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

6％ 80％ 29％ 33％ 43％ 社会教育課 

取組状況 

令和５年度は、史跡北東部で城壁保護工事、誘導標識４基の整備工事を行っ

た。 

自己評価 

 

Ｃ 目標とする成果を大きく下回った。 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画に改善を加えて実施する。 

課題・問題点 

国庫補助事業であり、事業の進捗状況は補助金の交付状況に大きく左右され

る。ここ数年は、要望額に対し 40～50％減の交付額が続いており、事業計画期

間の延長が予想される。 

また、原材料費の高騰による影響もあり、事業費の増加も想定される。 

改善内容 

今後実施設計を行う箇所については、工法の再検討等を行い、事業費の減が可

能かどうかを検討していく。 

 

 

成果指標

（KPI） 
偉人顕彰に関する情報発信を実施します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

2 回 2 回 1 回 2 回 7 回 社会教育課 

取組状況 

常設展「郷土の誇り 西条ゆかりの偉人」を開催し、松木幹一郎を始めとした

西条ゆかりの偉人の功績を遺品とともに紹介した。 

十河信二と妻キクを主人公とした NHK 朝ドラ誘致の推進のため、各種講座の

開催や署名活動の推進を実施した。 
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本市出身の偉人、近藤篤山の生涯を紹介した小冊子を、市内小学校新入生へ配

布。市内小学校 25 校配布数 896 冊。 

 

自己評価 

 

Ａ＋ 目標とする成果をやや上回った。 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画どおりに実施する。 

課題・問題点 

近藤篤山冊子は、今後増刷を行わず、電子媒体で発信・活用できるようにす

る。同様に、その他の偉人についても、電子媒体での発信ができるよう整えて

いきたい。 

 

改善内容 

既存の冊子や紙媒体のパンフレットなどを PDF 化し、HP で閲覧できるように

していく。 
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重点目標３ 地域文化の継承・形成と歴史文化の保全・活用  

 

基本施策 取組状況等 評価 

（１）地域に根差した市民文化の振興 

ふるさとの自然と文化を愛する心を

培い、文化会館や公民館をはじめ生涯

学習施設の活用を図り、各種文化団体

や自主的サークルの育成と芸術文化の

振興に努めるとともに、郷土の歴史及

び文化に対する認識向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況】 

（団体育成と芸術文化の振興）：Ａ＋ 

ア 西条市文化協会会員や学校の児童生徒を対象とし、芸術文化

活動に功績のあった功労者を表彰した。(功労賞 4 名・奨励賞 8

名・1 団体)  

イ 伝統民俗芸能の保存・活用に取り組む各地域伝統芸能保存団

体 (3 団体)の活動を支援した。 

ウ 全国規模の合唱コンクールに出場する市内各学校の合唱部

に対して外部講師による指導を行う「さいじょうコーラスアカ

デミー」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため外部講

師の招聘は行わず、各コンクールにおける四国大会に出場する

3 校（西条北中、西条南中、西条高校 参加者延べ 178 名）の

練習会場として、学校ごとの練習日（計 5 日）を設けた。 

エ 丹原地域主催の文化交流会が丹原公民館にて開催され、延べ

212 名が来場した。 

オ 西条地域主催の文化祭が総合文化会館、五百亀記念館にて開

催され、延べ 661 名が来場した。 

カ 東予地域主催の文化祭が東予体育館、中央公民館にて開催さ

れ、延べ 2,031 名が来場した。 

キ 小松地域主催の文化祭が小松公民館にて開催され、延べ

1,350 名が来場した。 

ク 各種文化団体(謡曲、短歌)が主催する大会は謡曲大会が西条

福祉センターにて開催され、短歌大会は西条図書館にて開催さ

れた。 

ケ 佐伯記念館、生涯学習の館等において市民に作品展示の場所

を提供するなど、文化芸術活動を支援した。 

コ 総合文化会館のピンスポットライトの修繕を行った。 

（郷土の先人顕彰）：Ａ＋ 

ア 近藤篤山顕彰冊子を、市内の各小学校新入生に配布した。 

イ 常設展「郷土の誇り 西条ゆかりの偉人」を開催し、松木幹

一郎を始めとした西条ゆかりの偉人の功績を遺品とともに紹

介した。 

ウ 十河信二と妻キクを主人公とした NHK 朝ドラ誘致を推進し

た。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 文化協会への活動支援を図る。 

イ 郷土の偉人についての情報をデジタル発信に取り組む。 

 

Ａ＋ 

（２）文化財の保護と調査活用の推進 

文化財の実態調査や資料整備、企画

展開催等に努めて周知啓発を図り、そ

の保存活用を推進する。 

【取組状況】 

（保存と活用）：Ａ＋＋ 

ア 埋蔵文化財包蔵地において民間開発行為等に伴う試掘調査

を行い、埋蔵文化財の状況把握に努めた。 

イ 国営ほ場整備事業に伴い、整理作業を実施し、その成果を報

告書にまとめ刊行した。 

ウ 団体営ほ場整備事業に伴い、「亀の甲Ⅰ遺跡」・「亀の甲Ⅱ遺

Ａ＋ 
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跡」の本調査を実施した。 

エ 平成 27 年度に策定した「史跡永納山城跡保存整備基本計画」

及び平成 30 年度に作成した「史跡永納山城跡保存整備基本設

計」、令和 4 年度に作成した北東部の実施設計に基づき北東部

の城壁保護工事、サイン類設置（4 基）工事を実施した。また、

現地では樹木伐採等の環境整備を実施した。 

オ 国指定重要文化財「興隆寺本堂」の防災設備保守点検事業に

補助金を交付し、維持管理を支援した。 

カ 市内指定天然記念物の維持管理（肥培等委託）を実施した。 

キ 県指定天然記念物「フジ（観音堂のフジ）」の維持管理に対

し、巨樹名木保全事業を活用した支援を行った。 

 

（市民の文化財保護意識の向上）：Ａ＋ 

ア 1 月 26 日の文化財防火デーに合わせ、文化財所有管理施設

において消防訓練を行った（西条小学校）。 

イ 各社会教育施設における企画展や講座を開催した。 

ウ カブトガニ保護に関する周知・啓発のためカブトガニ探検

隊、カブトガニＫＩＤＳを実施した。 

エ 市民に市之川鉱山の魅力を発信するために、引き続き市庁舎

ロビーへ展示コーナーを設置した。 

オ 出土遺物や新指定文化財について市民へ紹介する展示を継 

続して実施した。 

カ 石鎚黒茶の製造技術が国の重要無形民俗文化財に指定され

たことを受け、シンポジウムを開催した。シンポジウム以外に

も黒茶の試飲会や展示等を行い、約 100 名の参加を得た。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 永納山城跡保存整備基本計画に基づく整備の推進を図る。 

イ 国営、団体営ほ場整備事業ほか、各種開発行為に伴う埋蔵文

化財発掘調査に対処できる調査体制の確立に努める。 

ウ 四国遍路の世界遺産登録に向けた県との連携を図る。 

エ 市之川鉱山資料室の情報発信に取り組む。 

オ 石鎚黒茶製造技術の普及啓発に向けた取り組みを進める。 
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重点目標１ 学習機会の拡充と啓発活動の推進 

 

成果指標

（KPI） 
市・西条市人権教育協議会が主催する講座の参加者数を増加します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

748 人 770 人 732 人 843 人 1,393 人 人権擁護課 

取組状況 

一部の講座においてオンラインと対面の併用により実施したことや、新型コロナ

ウイルス感染症が５類に移行したことにより、前年より受講定員を増加させたこ

とで参加者が増加した。 

自己評価 A＋＋ 目標とする成果を大きく上回った。 

今後の方向性 「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画どおりに実施する。 

課題・問題点 

・研修内容の工夫により、多くの市民の関心を高める。 

・主体的な参加の拡大を図る。 

改善内容 

・今日的な人権課題に関する講座内容とする。 

・様々な媒体による講座情報の発信を行う。 

・要約筆記の導入を図る。 

 

 

成果指標

（KPI） 
情報発信・啓発運動の手段を多様化し、啓発の機会を増加します 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3 年度

末 

令和 4 年度

末 

令和 5 年度

末 

21 回 25 回 29 回 34 回 34 回 人権擁護課 

取組状況 

これまでの啓発活動に加え、フェイスブックに人権文化のまちづくり基本計画の

解説動画等を毎月掲載することにより啓発機会を増やすことができた。 

自己評価 A＋＋ 目標とする成果を大きく上回った。 

今後の方向性 「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画に改善を加えて実施する。 

課題・問題点 

 

「人権」への関心度の向上を図る。 

改善内容 

 

SDGs 未来都市推進事業の関連事業として実施する。 
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重点目標１ 学習機会の拡充と啓発活動の推進 

 

基本施策 取組状況等 評価 

（１) 市民総ぐるみの人権・同和教育研修

会等の推進 

研修会等の積極的な開催や、啓発活

動の推進を図るとともに、その内容の

充実に努める。 

【取組状況】 

（市民意識調査の結果を踏まえた積極的な学習機会の提供）：Ａ＋ 

ア 「差別をなくする市民の集い」として、NPO 法人プロジェク

ト 2008 による人権啓発劇「つなぐ」（860 名）を開催した。併

せて市内小・中・高等学校児童生徒による人権意識を高めるた

めのポスター・標語を展示した。 

イ 自治会・ＰＴＡ・婦人会等各種団体に対し、各種講座への参

加を呼びかけ啓発を行った。 

  人権・同和教育講座（5 回・1,065 名）を開催し、人権問題

に対する理解と認識を深め、差別に気づき、行動できる人づく

りに取り組んだ。 

人権・同和教育リーダー養成講座（市職員管理職対象、6 回・ 

204 名）を開催し、部落問題をはじめ様々な人権問題について

学習し、地域や職場のリーダーの育成に取り組んだ。 

ウ 心のサポーター養成講座（ 4 回・177 名）を開催し、適切な

支援方法を身につけた助言者の育成を目的に実施した。また、

受講者の利便性向上のため、オンラインと会場の選択制とし

た。 

エ カウンセリング基礎講座（45 回・ 151 名）を開催し、カウ

ンセリングの理論や技術を学んだ。 

オ 平成 28 年に「部落差別解消推進法」が施行されたことを受

け平成 29 年度より実施している部落問題基礎講座（4 回・ 237

名）を小中学校や公民館関係者を対象に開催し、差別解消のた

めの推進者の養成に取り組んだ。 

カ 市人権・同和教育研究大会（ 255 名）は、学校教育等分科会

と社会教育分科会の 2 分科会において、日頃の活動を実践報告

するとともに人権・同和教育の在り方について協議を行った。 

キ 公民館人権・同和教育活性化事業では、大町、玉津、多賀、

壬生川の 4 公民館で取り組んだ。 

  また、小地域懇談会（95会場・2,028 名）では、視聴覚教材

による学習、市人権教育指導員の講演や小グループによる討議

などを行い、地域の課題に即した学習を行うことができた。 

ク 愛媛県人権対策協議会西条支部との協働による公民館訪問

（13 館・ 186 名）を実施し、地域に根付いた効果的な人権・

同和教育を推進するための意見交換を行った。 

ケ 教養講座（生花、茶道教室等）を実施し、同和教育の振興、

地域住民の相互理解及び交流を図った。（84 回・523 名） 

コ 愛媛県人権教育協議会機関紙「えひめ人権・同和教育」を購 

入し、各種団体、関係機関に広く配布するとともに、小地域懇

談会等で人権啓発ＤＶＤを利用するなど、各種資料、視聴覚教

材の積極的活用を行った。 

サ 兵庫県・大阪府・京都府で開催された全国人権・同和教育研

究大会（40 名）や、徳島市で開催された四国地区人権教育研究

大会（ 31 名）、愛媛県人権・同和教育研究大会（161 名）、上

島町で開催された東予地区人権・同和教育研究協議会（63名）

に関係者の参加を得た。 

Ａ 
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シ 子ども会活動（5 団体）に補助金を支出し、人権に関する学

習活動の活性化を支援した。 

 

（人権意識の高揚を図るための効果的な啓発活動の推進）：Ａ 

・ ア 「差別をなくする強調月間」の取組として、市職員 1,184 名

（職務に支障がある者を除く）が啓発用ワッペンを着用するこ

とにより、人権啓発に努めることができた。 

イ 市広報誌へ人権・同和教育シリーズを 3 ケ月に 1 回掲載する

とともに、ホームページや隣保館便りに人権のチラシを掲載

し、情報提供に努めた。 

ウ 「西条市人権文化のまちづくり基本計画」の解説動画を作成

し、フェイスブックを用いて周知を図った。 

エ 毎月 10 日を人権を考える日と定め、市内公共施設にのぼり 

旗を設置するとともに、人権のチラシを作成・配布し、広く啓

発に努めた。 

オ 「STOP コロナ差別 愛顔を守ろう」のぼり旗を作成し、市公

共施設に設置した。 

 各種講座や研修を開催する際に、「身元調査おことわり運動」 

のステッカーを配布するなど、差別を許さない地域づくりを推

進した。 

カ 人権意識を高めるための作文・詩、標語を市内小中学校及び

高等学校に対し募集し、作文・詩 50 点、標語 239 点を掲載し

た作品集を 570 部作成した。市内小中学校・高等学校、公民館、

図書館等に配布し、人権・同和教育の推進に活用した。 

キ 市内小中学校・高等学校、市ＰＴＡ連合会等から応募があっ

たポスター、標語、写真を掲載した人権啓発カレンダーを 1,500

冊作成。小中学校・高等学校、幼稚園・保育所・こども園、公

民館等に配布し、人権啓発に活用した。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 市民、事業所への人権文化のまちづくり基本計画の周知を行

う。 

イ 公民館人権・同和教育活性化事業の充実に向けた公民館への

支援を図る。 

ウ 「部落差別解消推進法」の具現化に向けた更なる取組に努め

る。 

エ オンライン講座や SNS による啓発情報の発信により、学習

機会の提供や啓発活動の拡充を図る。 

オ 令和 6 年度に実施する市民意識調査の内容を分析し、今後の

人権啓発の取組みへの反映を図る。 
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重点目標２ 推進体制の充実 

 

基本施策 取組状況等 評価 

(１) 西条市人権教育協議会等との連

携強化 

西条市人権教育協議会や関係団体

との連携を更に深め、学校及び地域

と一体となった人権・同和教育を推

進する。 

【取組状況】 

（西条市人権教育協議会活動の推進）：Ａ 

ア 企業部会の事業所対象に研修会（2 回、70 名）をハローワーク

西条と共催で開催した。また、事業所（約 500 社）に人権を考え

る日のチラシ等を送付し、企業における人権・同和教育の推進に

取り組んだ。 

イ 就学前教育関係者を対象にした研修会（2 回・112 名）を開催

し、就学前における人権・同和教育の充実を図った。 

ウ 学校教育部会における夏季研修会（111 名）は、「部落問題」を

テーマに開催した。 

エ 子ども会育成会交流学習発表会（32 名）を開催し、参加者相互

の研修・交流を図った。 

 

（愛媛県人権対策協議会西条支部、東予地域人権啓発活動ネットワ

ーク協議会、西条公共職業安定所等関係団体との連携による研修

機会の確保及び推進）：Ａ 

ア 愛媛県人権対策協議会西条支部等の研修に参加し、研修機会の

確保に努めた。また、同支部の行う学校訪問に随行し意見を述べ

るなど、小中学校における人権・同和教育の研修の充実に努める

ことができた。 

イ 東予地域人権啓発活動ネットワーク協議会との連携により、人

権の花運動（田野小学校実施、丹原高等学校協力）を実施するこ

とができた。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 企業・事業所向け研修の充実と参加企業の増加を図る。 

イ 企業・事業所に対する「ビジネスと人権」の重要性の啓発を図

る。 

ウ 愛媛県人権対策協議会西条支部との連携による社会教育におけ 

る人権・同和教育の更なる推進を図る。 

エ 行政部会と連携した市職員研修の充実を図る。 

 

Ａ 

（２）人権文化のまちづくり庁内推進

計画の実践 

  人権文化のまちづくり基本計画に

もとづき、人権課題解決に向けた全

庁的な取組を推進する。 

【取組状況】 

（全庁的な取組による計画の実践）：Ａ 

ア 市役所各課室において人権課題との関わりを明らかにした上

で、「西条市人権文化のまちづくり基本計画」を推進するための

取組を計画し、人権課題の啓発や人権施策の推進に努めた。 

イ 公民館長会及び公民館主事会において人権・同和教育研修を行

った。 

 

【今後の課題と取組の方針】 

ア 人権文化のまちづくり基本計画に基づき、あらゆる行政分野に

人権尊重の理念を取り入れた全庁的な庁内推進計画の推進を図

る。 

Ａ 
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重点目標１ 学習機会の拡充と啓発活動の推進 

 

成果指標

（KPI） 
校舎棟の改修をすすめます（累計） 

目標値等 実績値 
 

担当課 

基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 6 年度） 

令和 3年度

末 

令和 4年度

末 

令和 5年度

末 

0棟 8棟 3棟 7棟 9棟 教育総務課 

取組状況 
令和 3年度に飯岡小学校（3棟）、令和４年度に神拝小学校、丹原小学校（3棟）、

令和 5年度に大町小学校（2棟）の長寿命化改修工事が完了。また、令和 5年度

からは小松小学校(2棟）の工事に着手、着実に進捗している。 

自己評価 

 

Ａ＋＋ 目標とする成果を大きく上回った。 

 

今後の方向性 

 

「第２期西条市総合計画後期基本計画」の計画どおりに実施する。 

課題・問題点 
校舎外壁モルタル落下事故で明らかとなった想定を超える老朽化が進行する学

校施設における早期の安全確保対策を推進するとともに、令和 6年度からの西条

市学校適正規模・適正配置等審議会における議論の行方を注視し、今後の学校施

設のあり方を検討していく必要がある。 

 

改善内容 
校舎外壁の法令点検等の結果対応が必要とされる学校施設において、新たに専門

的な知識を有する民間技術者による外壁の安全パトロールを導入することによ

り、これまで以上に施設の状況把握に努めるとともに、早期の外壁の劣化対策や

耐震性の向上に主眼を置いた改修手法の検討に着手している。 
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学校教育 

ア 5 ページ、重点目標 1「ともにつくり、みんなが育つ学校」の創造の成果指標、「教育支援教室の児童支援が元

の学校に戻った」について、戻った人数よりも学校に行けなくなった人数がどうなっているかが重要である。 

イ コミュニティ・スクールの活動が表面的な活動だけであり、本来的な活動がされていない。例えば、活動にお

いて米作りをする場合、田植え、稲刈りの作業で終わってしまう。1 年間の米作りにはどのような作業工程や問題

点があるか学習することも必要である。 

ウ コミ・スクの参加協力者は年間のスケジュールを把握し各自計画を立てているが、学校側の都合で計画が変わ

ることがあることを聞いたので、教育委員会から学校に指導をお願いしたい。 

エ 教育支援教室で元の学校に戻った人数で、卒業まで欠席される生徒もいると思うが、本校の高校に入学した生

徒で、中学校 3 年生まで教育支援教室に通った生徒が元気に学校に通っている。保護者からも教育支援教室で本

当によくしてもらったと聞いている。中学校卒業まで在籍し、次の高校の入学を契機に学校に通うことができる

生徒もいると思う。その生徒は、この成果の実績に入っていないと思うが、そのような生徒がいることを知って

ほしい。 

オ 「いじめ・不登校に対応できるコミュニティ・スクールを増加します」の自己評価が B となっている。目標の

35 校に対し 7 校である。コミ・スクの準備に対する評価ではなく、実際の実績値に基づき評価すべきであるため、

C 評価ではないか。 

カ 子ども達の学力の向上の ICT の活用について、現役のときと比べると、教科書や資料が豊富になっている。教

育委員会で ICT を広げた成果だと思う。子ども達が小学校から中学校に進学するときに、1 人 1 台タブレットを持

っている。タブレットを使うのが、非常に上手である。授業でもタブレットが効果的に使用されていると思う。 

キ 最近は、教科書もデジタル化し、ＱＲコードで読み込むことでいろいろな資料がタブレットに入手できる。教

科書自体がタブレットになれば良いと思う。重い教科書を、特に小学校の低学年が持ち歩くのと、タブレット 1

台を持ち歩くのでは、かなりの違いがある。 

ク 16 ページの ICT を活用した教育の推進の「ウ、子どもたちと向き合う時間を創出するとともに」について、こ

のことは、成長過程の子どもには大切なことであり、今後も子どもと肌で触れ合う時間を確保するとともに、子

どもは、地域・社会や自然の中で、いろいろな体験を通して学びを得て成長する。ゲーム機器以外にも、豊かな

体験をすることが必要であることを指導して頂きたい。 

ケ 今年度から中学校の 10 校でコミュニティ・スクールが開始されると説明があった。必要な人材が小学校のコミ

ュニティ・スクールに参加し、中学校も兼務していると思う。コミ・スクに人材が集まるかが疑問である。 

コ ボランティアを集める団体になるのではないかという心配がある。学校の困りごとに対し、人材を集めるよう

な団体に変わりつつあると感じる。本来のコミ・スクのあり方を、教育委員会から先生に指導してもらいたい。 

サ 小学校と中学校のコミ・スクの委員をしている。中学校について、中学校の教育目標で最も重点を置いている

のが「あいさつ」である。生徒は「あいさつ運動」に力を入れているので学校に見に来てください、時間があれ

ば一緒に玄関であいさつに立ってくださいという依頼があった。5、6、7 月の 20 日の交通安全の日に併せて学校

の玄関に立たせてもらった。生徒のあいさつの姿勢が、一旦立ち止まって、気を付けをしている姿を見て、校長・

教員が方針を持ち、生徒会や生徒が行っているあいさつの様子を地域の方が見るだけでも、素晴らしいことで、

参加させてもらって良かった。 

中学校の場合は、部活動の新人戦や総体前の壮行会の姿を見てくださいという案内があった。地域に対し校長

の言葉を伝えることができる場である。コミ・スクは、このようなところから始まっている。学校のなかに地域

の人が入り、子どもとあいさつを交わすことで、地域と子ども達との登下校のあいさつが活発になってくると思

う。このような取り組みがコミ・スクの第一歩だと感じた。小学校の校長は、地域の方が児童のために活動して

くれる姿を見せたいと言っている。学校が閉ざされてきた時代があり、正門を閉じることで、学校は敷居が高く

て入れないという意識が続いてきたなかで、学校を開き地域の人に入ってきてもらい、子どもの安全・安心のた

めに活動していくのが、本来のコミ・スクの大事なところである。 

 

社会教育 

ア 市内の文化財の説明・紹介する案内板や標柱がかなり傷んでいることを耳にする。市町村合併前に多くの標柱

が設置されている。丹原町の山奥の案内板や標柱は損傷を受けている。案内板・標柱の修復について検討をお願

いしたい。 

イ 自分の住んでいる地区においても、多くの文化財がある。合併前の市文化協会等が公民館前にも案内板を設置
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している。年月が経過しているため表示が消えかかっている。公民館予算で対応できるものではないが、佐々久

山の案内板が損傷していたため、市民が公民館に届けてくれた。これは個人的に修理を行った。地域の中には重

要な案内板があるので、修復の検討をお願いしたい。 

ウ 19 ページの「市民 1 人あたりの公民館利用回数を増加します」成果指標に関連で、「公民館がどのような活動が

できるか」、「公民館の駐車場に何台駐車できるか」がわかるようにホームページに掲載してもらいたいという、

サークル団体からの要望がある。 

エ 23 ページの地域未来塾について、8 月 9 日に小松地区の地域未来塾に本校の教員と生徒が参加する。高等学校

に参加依頼を頂くが、参加が難しいこともあるが、今後も連携させて頂きたい。 

オ 公民館について、文化祭のときには高校生の参加を依頼させて頂いた。地域の高校生は公民館に来てもらい、

いろいろな活動のお手伝いをしてもらっている。小学校のときから小学生が公民館に来て、その子供たちが中学

生、高校生になって手伝って頂く。小学生が公民館に集まって来られるよう私たちも努力している。高校生につ

いても、ご協力をお願いしたい。 

カ ニュースで見たことだが、図書館にコンシェルジュ的な機能がある。書籍を置くだけでなく、西条市内の図書

館で、例えば西条図書館の周辺であれば徳常寺跡及び天正の陣の跡がある。過去、神拝村と大町村がこの辺りに

あったことを案内することや、東予図書館・温芳図書館等で書籍・史跡のコラボができないかと思う。 

 

人権・同和教育 

ア NPO 法人プロジェクト 2008 による人権啓発劇で、人権啓発に携わってきた。人権劇を上映し発表、感想をもら

って終わってしまう。その劇を見た方が、講座に出向き、そこで自分達がどのような感想を持ち、どのような行

動をしていくかを話してもらい、次へつないでもらいたい。地域懇談会へ参加される方もいる。そこで学んだこ

とを一言でも発言してもらいたい。自分自身も人権・同和講座に携わっているが、全国大会や県大会に参加して

いる方のなかには、参加で終わっている方がいる。各種の場で、学びの体験を発言してもらいたい。 

イ 31 ページの「市内小・中・高等学校児童生徒による人権意識を高めるためのポスター・標語を展示した」とあ

る。児童・生徒は、県からポスター作成の依頼がありポスターを描いている。昨年度、中学校で企業にポスター

を張ってもらう授業があり、生徒が企業に行く様子を見させてもらった。人権をまとめた文書とポスターを渡す

様子に感動した。県から依頼があるからという目的ではなく、学校が一連の過程が大事な人権の授業として捉え

ている。県等から依頼があったから実施するのではなく、中身を精査して実施してもらいたいというお願いであ

る。 

人権の会については、PTA・愛護班の参加割当が多い。来てもらうのではなく、出向いて人権の会をするように

会のあり方を変えてもらいたい。共働き世帯が増え、忙しい保護者が増えているため、考慮してもらいたい。 

ウ 中学校の人権ポスターの取り組みは、私が現職でその中学校にいたときに始まった。自分の想いを表す。しか

も、それを文書で、「自分はこんな想いでポスターを描いた」ことを地域の方に広めていく。想いを伝えていくこ

とが大切で、30 数年継続している取り組みで、すごいことだと思う。 

 

教育施設の整備 

 ア 校舎外壁モルタル落下事故があった学校名は記載されていないが、私も小学校に確認に行った。防護ネットが

破れた状態で、手の平サイズのモルタルがネットに多数落ちていた。明らかに 10 年以上経過しているという認識

であった。ネットが破れた状態であった。その小学校では、広範囲に渡りモルタルが落ちていた。ベランダが校

舎からズレていた。先生に確認したところ、危険であるため児童にはベランダには出ないように指示していると

のことであった。このような状況であるため、本当に外壁点検が行われているのか疑問があった。 

 イ 子ども及び教員の命に係わる重大な問題だと感じる。学校に限らず公共施設の外壁については調査するように

言われている。適切な対応をお願いしたい。 
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7 資料 

 

（１）教育委員会開催状況 

令和 5年 1月 1日～令和 5年 12月 31日 

定 例 会 臨 時 会 計 

12回 2回 14回 

 

（２）議案処理状況 

令和 5年 1月 1日～令和 5年 12月 31日 

原案議決 修正議決 保  留 計  

17件 0件 0件 17件 

 

（３）学校訪問等活動状況 

令和 ５年４月１０日 小学校入学式 

       １１日 中学校入学式 

１２日 西条市教員総会（テレビ会議） 

   

５月 １日 学校訪問（西条小学校） 

  １５日 学校訪問（東予東中学校） 

  １６日 学校訪問（田野小学校） 

  ２４日 学校訪問（壬生川小学校、西条西中学校） 

２５日 学校訪問（東予西中学校、河北中学校） 

２９日 学校訪問（西条北中学校） 

３０日 令和５年度市町教育委員会教育長会議 

３１日 学校訪問（大町小学校） 

 

６月 １日 学校訪問（神拝小学校） 

   ２日 学校訪問（石根小学校、神戸小学校） 

５日 学校訪問（禎瑞小学校、氷見小学校） 

１６日 学校訪問（多賀小学校、国安小学校） 

２０日 学校訪問（庄内中学校、徳田小学校） 

  ２１日 学校訪問（丹原西中学校、丹原小学校） 

  ２２日 学校訪問（玉津小学校、橘小学校） 

  ２６日 学校訪問（楠河小学校、丹原東中学校） 

  ２７日 学校訪問（西条東中学校） 

第１回総合教育会議 

  ２９日 学校訪問（飯岡小学校） 

  ３０日 学校訪問（小松小学校） 
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７月 ３日 学校訪問（吉岡小学校） 

５日 学校訪問（三芳小学校） 

６日 学校訪問（田滝小学校） 

        ７日 学校訪問（西条南中学校） 

       １０日 学校訪問（周布小学校、吉井小学校） 

       １１日 学校訪問（小松中学校、中川小学校） 

       ２２日 第１回総合教育会議 

        

 ８月 ８日 外部評価委員会（教育委員会事務の点検・評価） 

 

１１月 １日 令和５年度市民表彰式 

２日 中学校音楽フェスティバル 

       １２日 「えひめ教育の日」推進大会・推進フェスティバル 

       ２１日 愛媛県差別をなくする県民の集い 

   ２２日 小学校音楽フェスティバル（西部） 

   ２８日 小学校音楽フェスティバル（東部） 

 

令和 ６年１月 ４日 令和６年新年市民祝賀会 

 ６日 令和５年度西条市子ども凧あげ大会 

 ７日 令和６年西条市二十歳の集い 

２１日 令和５年度第１９回西条市ＰＴＡ大会 

３０日 第２回総合教育会議 

        

     ３月１５日 中学校卒業証書授与式 

       ２２日 小学校卒業証書授与式 



（４）教育財政状況

令和５年度　西条市一般会計歳出決算 （単位：千円）

決算額 比率 決算額 比率

1 議 会 費 324,681 0.6% 289,845 0.5%

2 総 務 費 7,722,008 14.6% 7,858,198 14.2%

3 民 生 費 20,517,962 38.9% 19,636,622 35.6%

4 衛 生 費 4,850,420 9.2% 7,163,446 13.0%

5 労 働 費 185,571 0.4% 185,545 0.3%

6 農林水産業費 1,752,902 3.3% 1,822,736 3.3%

7 商 工 費 1,358,510 2.6% 1,921,257 3.5%

8 土 木 費 4,572,513 8.7% 4,299,597 7.8%

9 消 防 費 1,429,065 2.7% 1,598,866 2.9%

10 教 育 費 4,804,533 9.1% 5,205,972 9.4%

11 災 害 復 旧 費 9,334 0.0% 29,948 0.1%

12 公 債 費 5,219,282 9.9% 5,178,102 9.4%

52,746,781 100.0% 55,190,134 100.0%

令和５年度　西条市教育費歳出決算内訳 （単位：千円）

決算額 比率 決算額 比率

1 教 育 総 務 費 304,350 6.3% 306,067 5.9%

2 小 学 校 費 1,672,510 34.8% 2,036,550 39.1%

3 中 学 校 費 315,908 6.6% 352,148 6.8%

4 幼 稚 園 費 291,191 6.1% 304,188 5.8%

5 社 会 教 育 費 1,154,527 24.0% 1,204,781 23.1%

6 保 健 体 育 費 1,066,047 22.2% 1,002,237 19.3%

4,804,533 100.0% 5,205,971 100.0%歳出合計

款
令和５年度 令和４年度

備考

歳出合計

項
令和５年度 令和４年度

備考

39
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（５）関係法令 

◆ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（事務の委任等） 

第２５条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に

属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させるこ

とができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することがで

きない。 

（1） 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

（中  略） 

（5） 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委 

任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に 

報告しなければならない。 

４ 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事

務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教

育機関の職員（以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。）

に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 
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２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

◆  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について 

（通知）（抜粋） 

（26 文科初第 490 号 平成 26 年 7 月 17 日 文部科学初等教育局長通知） 

１ 改正法の概要  

(4) 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会から委任 

された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に 

報告しなければならないこととしたこと。（法第25条第３項） 

２ 留意事項 

今回の改正においては、新「教育長」が教育行政に大きな権限と責任を有す 

ることとなることを踏まえ、教育委員会の委員による教育長のチェック機能を 

強化するとともに、住民に対して開かれた教育行政を推進する観点から、会議 

の透明化を図ることとしている。 

(5) 自己点検・評価の活用 

教育委員会が、効果的な教育行政の推進を図り、地域住民への説明責任を果 

たす観点から、平成20年度より、教育委員会は、毎年、自らの活動状況の点検

及び評価を行うことが法律上の義務とされていることから（法第26条）、実施

していない地方公共団体においては、速やかに実施する必要があること。 

また、すでに実施している地方公共団体においては、点検及び評価の客観性 

を確保する観点から、法律において、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとされている趣旨に鑑み、学識経験者として、保護者や地域住

民の意見も聴くこととするなど、更なる改善を図ることも考えられること。 


